
 

報告１ 

 

「ふれあい交通」事業計画の変更について 

 

「ふれあい交通運行事業」事業計画変更について、以下の通り、変更を行った

ことを会則第 7 条第 5 項により報告する。 

 

 

【変更内容】 

 接続する路線バス 4 月ダイヤ改正に伴う運行時刻の変更 

 家 島ルート （月） 帰り①便目 

        (火)  行き③便目 

            帰り③便目 

        (金)  行き③便目 

             帰り②便目 

 

 旦野原ルート （金） 帰り①便目 

 

 上白木ルート （月） 行き①便目 

            帰り②便目 

        (火)  行き①便目、②便目 

            帰り②便目、③便目 

        (水)  行き①便目 

        (木)  行き①便目 

        (金)  行き①便目、②便目 

             帰り②便目、③便目、④便目 

 



 








